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公共工事においては、現場代理人のほか、主任技術者又は監理技術者（以下「主

任技術者等」という。）の配置が必要となります。また、建設業法上、建設業者は

営業所ごとに、かつ、許可を受けようとする建設業ごとに専任の技術者を置かなけ

ればならないこととされています。以下の内容は、倉敷市水道局（以下「本局」と

いう。）が発注する建設工事における現場代理人等に関する留意事項です。 

 

１ 現場代理人（建設業法第１９条の２第１項）                      

特別な資格は要しませんが、工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係がある

ことが必要です。 

(１) 工事現場への常駐 

倉敷市水道局工事請負契約約款（以下「約款」という。）により、工事現場に常駐する

ことを義務付けています。 

ここにいう「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間

中、特別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していることを意味するもので

あり、現場代理人は、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発

注者との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。 

(２) 常駐義務の緩和措置について 

次のいずれかに該当する場合、監督員との協議により現場代理人の常駐義務を緩和でき

る場合があります。この場合、専任を要しない他の工事へ主任技術者等、配水管技能者

及び水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会修了者（以下「技術者等」という。

）として配置することができますが、新たに配置される他の工事の履行期限が常駐を要

しない期間の範囲内であることが条件となります。 

ア 現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されていない場合 

イ 約款第２０条第１項又は第２項の規定により工事の全部の施工を一時中止している



場合 

ウ ポンプ、エレベーター、発電機・配電盤等の工場製作を含む工事であって工場製作

のみが行われている場合 

エ その他工事現場において作業等が行われていない場合 

 (３) 現場代理人の兼任 

現場代理人は、常駐を要することから、次のア又はイの場合を除き、他の工事と重複し

て現場代理人となることはできません。 

ア 現場代理人の兼任を認める場合 

   (ア) 次の全ての要件を満たす場合 

 ａ 公共工事であること。 

ｂ 兼任することとなる工事（工事場所が倉敷市内であること。ただし、本局が発

注する工事は倉敷市外でも可とする。）の件数が３件以内であること。 

ｃ 兼任することとなる工事の当初請負金額（建築一式工事の場合は当初請負金額

の２分の１）の合計が４，０００万円未満であること。 

ｄ 現場代理人と技術者等を兼務していないこと。 

ｅ 特記仕様書に「現場代理人の兼任を認めない」旨の記載がないこと。 

ｆ 監督員と常時連絡可能な体制を確保し、監督員が求めた場合は速やかに工事現

場に向かう等適切な対応ができること。 

ｇ 兼任する工事現場のいずれかに必ず常駐できること。 

ｈ 必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の運営及び取締りに

支障を生じさせないこと。 

(イ) 同一の場所又は隣接した場所で行われる工事で、本局が認める工事（諸経費調整

対象工事）である場合 

     兼任できる工事件数及び当初請負金額に制限を設けません。 

イ 他の公共工事との兼任 

他の公共工事の現場代理人が新たに本局発注工事の現場代理人と兼任する場合は、発注

機関の承諾を得た上で、本局に届け出なければなりません。また、本局発注工事の現場

代理人が新たに他の公共工事の現場代理人と兼任する場合は、本局の承諾を得なければ

なりません。 



ウ 兼任要件を満たさなくなった場合等の取扱い 

次のいずれかに該当する場合は、兼任を認めないため、受注者は速やかに当該工事に別

の現場代理人を選任し、本局に届け出なければなりません。 

   (ア) ア(ア)の要件を満たさなくなった場合 

   (イ) 安全管理不徹底、現場体制不備等により事故が発生した場合 

 

２ 主任技術者（建設業法第２６条第１項）、監理技術者（建設業法第２６条第２項）     

 及び監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項） 

建設工事の適正な施工のため、工事現場には、請負金額の大小、元請、下請にかかわら

ず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術

者等」という。）を配置しなければなりません。ただし、予定価格が９，０００万円以上又

は下請金額の総額が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）以上になる場

合は、特定建設業の許可が必要になるとともに、監理技術者を配置しなければなりません。

また、工事内容の変更等により、工事途中で下請総額が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）以上となる場合にも、主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技

術者を配置しなければなりません。 

公共工事の現場に専任で配置される監理技術者は、監理技術者資格者証を有する者であっ

て、監理技術者講習を過去５年以内に受講した者でなければなりません。 

(１) 主任技術者等の専任 

請負金額が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）以上の工事に配置

される主任技術者等は、契約期間中、工事現場ごとに専任となります。 

(２) 主任技術者等の専任免除 

次のいずれかに該当する場合は、監督員との協議により主任技術者等の工事現場への専

任が免除されます。この場合、専任又は常駐を要しない他の工事へ主任技術者等として

配置することができますが、新たに配置される他の工事の履行期限が専任を要しない期

間の範囲内であることが条件となります。 

ア 現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されていない場合 

イ 約款第２０条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止してい

る場合 



ウ ポンプ、エレベーター、発電機・配電盤等の電気品等の工場製作を含む工事全般に

ついて、工場製作のみが行われている場合 

エ その他、工事現場において作業等が行われていない場合 

(３) 監理技術者の兼任 

次の全ての要件を満たす工事について、監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項第２

号に規定する者をいう。）を兼任するそれぞれの工事に専任で配置する場合に限り、監

理技術者は２件まで兼任が可能となります。 

なお、同一現場の現場代理人と監理技術者補佐を兼務することは可能です。 

ア 公共工事であること。 

なお、本局発注工事以外の工事と兼任する場合は、発注機関の承諾を得ていること。 

イ 工事場所が倉敷市内であること。 

ウ (ア) 業種が土木、とび、鋼構造、舗装、しゅんせつ、造園又は解体の場合 

     予定価格が３億円未満であること。 

    (イ) 上記以外の業種の場合 

     予定価格が２億円未満であること。 

(４) 請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係 

主任技術者等は、工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。 

また、次のいずれかに該当する工事の主任技術者等は、入札の申込日（開札日）又は変

更日以前に３か月以上の継続した雇用関係があることが必要です。 

ア 請負金額が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）以上の工事 

イ 同一の人物が現場代理人と主任技術者等を兼務した工事 

(５) 近接工事における主任技術者等の配置 

ア 同一の場所又は隣接した場所で行われる工事で局が認める工事（諸経費調整対象工

事）の場合、同一の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。ただし、こ

の取扱いは、専任の監理技術者には適用されません。 

イ 専任の監理技術者の場合、２件以上の工事を兼任することは認められていません

が、次の全てを満たす場合は、同一の監理技術者が当該複数工事全体を管理することが

できます。 

(ア) 契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること。 



(イ) それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契

約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。） 

 

３ 営業所技術者及び特定営業所技術者（建設業法第７条第２号、第１５条第２号）     

許可を受けようとする建設業ごとに一定の要件を満たす技術者を、営業所ごとに専任で配

置しなければなりません。営業所技術者及び特定営業所技術者（以下、「営業所技術者等」

という。）は、所属営業所に常勤して専らその職務に従事することとされていますので、原

則として工事現場に配置することはできません（技術者としてばかりでなく一般作業員とし

ても配置することはできません。）。ただし、特例として、次の全てを満たす工事について

は主任技術者等になることができますが、この場合でも現場代理人になることはできません。 

(１) 主任技術者等の専任を要しない工事であること。 

(２) 当該営業所において契約を締結した工事であること。 

(３) 主任技術者等として工事現場の職務に従事しながら当該営業所の職務を適正に遂行で

きる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡が取れる体制にある

こと。 

 

４ 配水管技能者及び水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会修了者         

（倉敷市水道局配水管布設工事の施工技術の確保に関する規程第３条） 

発注業種が水道施設工事（送・配水管布設工事に限る。）の場合、工事を請け負った企業

と直接的かつ恒常的な雇用関係がある公益社団法人日本水道協会の配水管技能者名簿(耐震

又は大口径管)に登録された者（配水管技能者）又は配水用ポリエチレンパイプシステム協

会の水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会を修了した配水管技能者（ポリ管技能

者）（以下「配水管技能者等」という。）を契約締結時に配置しなければなりません。ま

た、口径４００ミリメートル以上の配水管の接合工を要する工事については、大口径管の資

格を有する配水管技能者を契約締結時に配置しなければなりません。 

(１) 役割 

配水管の布設、移設、修繕及び撤去の工事並びに弁栓類の設置工事は、配水管技能者が

配水管接合作業時に立ち会わなければなりません。 

水道配水用ポリエチレン管の接合工を要する工事現場には、ポリ管技能者が接合作業時



に立ち会わなければなりません。 

(２) 配水管技能者等と現場代理人 

配水管技能者等は、現場代理人と兼務することができます。ただし、他の工事の現場

代理人と兼務することはできません。 

(３) 配水管技能者等と主任技術者等及び営業所技術者等 

配水管技能者等は、同一工事であれば主任技術者の専任、非専任を問わず兼務するこ

とができます。また、営業所技術者等は、営業所の職務を適正に遂行できる場合は、配

水管技能者等となることができます。 

 

５ 配置（予定）技術者等の届出                             

一般競争入札（条件付）にあっては入札参加資格審査申請時に、指名競争入札等にあって

は現場代理人等届出書提出時に（１）及び（２）を、水道総務課へ提出してください。 

 (１) 資格を証明するもの 

  【主任技術者】（次のいずれかの資料を提出） 

・資格証明書等の写し（国家資格を有する技術者） 

・実務経験証明書又は直近の経営規模等評価申請時に使用した技術職員名簿の写し 

  【監理技術者】 

・監理技術者資格者証の写し（表・裏） 

・監理技術者講習（登録講習）修了証の写し 

  【監理技術者補佐】 

・監理技術者補佐の資格を証明するものの写し 

【配水管技能者】 

   ・配水管技能者登録証の写し 

  【ポリ管技能者】 

   ・水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証の写し 

 (２) 直接的かつ恒常的な雇用関係を客観的に証明するもの 

  ア 最新の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し 

イ 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書の写し 

ウ 社会保険の健康保険証の写し 



エ 後期高齢者の場合は、賃金（給与）台帳の写し（直近３か月分）及び後期高齢者医

療被保険者証又は雇用保険関係書類の写し 

 

６ 技術者等を配置できない場合                             

現場代理人、主任技術者等、配水管技能者等（配水管技能者等については、発注業種が水

道施設工事（送・配水管布設工事に限る。）の場合）を配置できない場合は、開札執行まで

に入札を辞退してください。落札候補者となったにもかかわらず、配置予定技術者がいない

ことを理由に入札参加資格審査で失格となった場合、落札者となったにもかかわらず、現場

代理人及び技術者等がいないことを理由に契約が締結できない場合などにおいては、指名停

止措置の対象となりますので、十分に注意してください。 

 

７ 技術者等の変更                                   

技術者等の変更については、建設工事の適正な施工確保を阻害する恐れがあることか

ら、原則として工期途中での変更を認めていません。 

(１) 主任技術者等 

入札参加資格審査申請時点から変更を認めません。ただし、次のいずれかに該当する場

合は、交代前後における技術者の技術力が同等（入札条件等に適合している等）以上に

確保されていれば技術者等を変更できるものとしています。 

なお、総合評価方式により落札者を決定した工事については、入札公告において「配置

予定技術者の能力」が評価対象となっている場合はその得点が同点以上となる者として

ください。 

ア 死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等真にやむを得ない場合 

イ 一つの契約工期が多年に及ぶダム等の大規模な工事 

ウ 請負金額が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）未満の工事

で、かつ真にやむを得ない場合を除いて、交代の時期が工程上の一定の区切りであるこ

と、交代前後の技術者相互及び発注者を含めた協議や引継ぎのための一定の期間を設け

るなど、工事の継続性や工程管理、品質確保等工事の施工に影響がないと認められる場

合 

エ 工場製作を必要とする工事において、入札公告で工場製作期間中における技術者の



変更を認める定めがある場合 

オ 「監理技術者を補佐する者」を専任で配置し、主任技術者から監理技術者に変更す

る場合 

  ※ 変更後に同一人物が現場代理人と主任技術者等を兼務する場合又は請負金額が４，５

００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）以上の工事の場合は、変更日時点で

３か月以上の継続した雇用関係が必要になります。 

(２) 配水管技能者等 

次のいずれかに該当する場合は、交代前後における技術者の技術力が同等（入札条件等

に適合している等）以上に確保されていれば技術者等を変更できるものとしています。 

ア 死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等真にやむを得ない場合 

イ 請負金額が４，５００万円未満の工事で、かつ真にやむを得ない場合を除いて、交

代の時期が工程上の一定の区切りであること、交代前後の技術者相互及び発注者を含め

た協議や引継ぎのための一定の期間を設けるなど、工事の継続性や工程管理、品質確保

等工事の施工に影響がないと認められる場合 

 


